
主催：ありだ広域観光実行委員会（事務局  和歌山県有田振興局企画産業課内） TEL：0737-64-1286 

｢有田地域の自然とアウトドア、アクティビティの魅力｣ 
 和歌山県有田地域は、豊かな自然に恵まれ、キャンプやシーカヤック、 

ウォーキング、サイクリングなど多様なアクティビティが楽しめます。 

 これらの魅力を伝える動画をぜひご応募ください。 

応募方法 
①ありだ広域観光実行委員会のインスタグラム「＠arida.wakayama」をフォロー 

②ハッシュタグ「#ありだムービー」を付けて動画を投稿 

※施設名や店名等、撮影された場所がわかるハッシュタグを付けてください。  

結果発表 
当実行委員会の審査により、応募期間ごとに最優秀賞１名の選出を行います。 

発表は当実行委員会のアカウントからの投稿という形でお知らせします。 

その際は、入賞者のアカウントは公開されることになりますので、予めご了承ください。 

注意事項 
応募いただく際は、裏面の注意事項等をよくお読みいただき、同意のうえ、ご応募ください。 

なお、ご応募いただいた場合は、本コンテストの趣旨に同意したものとみなします。 

副賞 10,000円相当の有田地域の特産品を贈呈します。 

テーマ 

募集期間 
第１回 令和元年８月１４日(水)～令和元年９月３０日(月) 

第２回 令和元年１０月１日(火)～令和元年１２月３１日(火) 

大阪 

高野山 

串本 

白浜 

有田 



注意事項等 
１ 募集動画について 
（１） 動画の長さは、60秒以内とします。 
（２） スマートフォン以外でもハンディカメラやドローンで撮影した動画でも応募可能です。 
（３） 動画編集ソフト等での動画の加工・編集は自由です。 
 (４) 過去に撮影した動画でも応募可能です。 
（５） 応募作品は応募者本人が撮影したものに限ります。 
（６） 音声・BGMは自由です。ただし、被写体の肖像権や著作権等は、応募者の責任において承諾を 
   得てください。 
（７） 本コンテストへの応募において投稿された動画の著作権・版権他、諸権利（二次的著作物の利 
     用に関わる権利を含みます）は、ご応募により当委員会に譲渡され帰属するものとします。 
（８） 応募点数に制限はありません。 
 
２ 最優秀賞の選出について 
（１） 当実行委員会の審査にて、応募期間ごとに最優秀賞１名の選出を行います。 
（２） 受賞者には副賞として有田地方の特産品を郵送にて進呈します。 
（３） 結果発表は、当実行委員会のアカウント(＠arida.wakayama)からの投稿という方法でお知らせし 
   ます。その際、アカウントは公開されることになりますので、予めご了承ください。 
 
３ 受賞者への連絡及び特産品の発送について 
（１） 受賞者には、インスタグラムのダイレクトメッセージで通知を致します。 
（２） ダイレクトメッセージ送信後、記載された内容に従い、返信期限内に返信ください。返信が無い 
   場合は、他の方に受賞を譲る場合があります。この場合、受賞の権利を無効とさせていただきます。 
（３） 特産品の発送は、国内に限らせていただきます。 
 
４ 投稿された動画の活用について 
   今回ご応募いただいた動画は、当実行委員会のイベントでの上映やyoutube等の投稿など観光ＰＲ素材と  
 して活用させていただく場合があります。その場合、特に個別にお知らせすることはございませんので、  
 予めご了承ください。 
 
５ 注意事項について 
（１） 人物を主題にした写真を投稿する場合は、被撮影者の了解を得たもののみとしてください。 
   肖像権に関するトラブルについて当実行委員会は一切の責任を負いません。 
（２） 次の内容に当てはまる投稿は、ご遠慮ください。 
    ア 公序良俗に反する内容 
   イ  売買及びそれに準ずる行為、特定サイト及びアドレスの掲示や宣伝行為の意味を含むもの 
   ウ  当コンテストの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を含んだもの 
     エ  当コンテストのテーマ意図と異なるもの 
     オ  個人、企業、団体、お店などを中傷したり、プライバシーを侵害したりするもの 
     カ 他人の著作権、肖像権に抵触するもの 
（３） 本コンテストはインスタグラム運営会社とは一切関係がありません。 
（４） インスタグラム内での発言内容や、それに関わるトラブルや損害が発生したとしても、当実行委 
     員会は一切の責任を負いません。 
（５） 投稿の非公開設定をONにしている場合、主催者からは投稿の確認が出来ない場合があります。 
 (６) 本コンテストへの応募に要する接続料、通信料は応募者負担になります。 
（７） 未成年者の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。 
 
 


